
 

ひと・まちひと・まちひと・まちひと・まち交流館 京都交流館 京都交流館 京都交流館 京都のののの共用部分指定管理者募集要項 共用部分指定管理者募集要項 共用部分指定管理者募集要項 共用部分指定管理者募集要項 

        

京都市は，京都市市民活動総合センター，京都市福祉ボランティアセンター，京都市長寿すこ

やかセンター及び京都市景観・まちづくりセンターが設置される施設（以下「ひと・まち交流館 京

都」という。）の共用部分の管理について，京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例第２条の規定に基づき，当該施設の設置目的を効果的に達成することができる指定管理者を

募集します。 

        

１ １ １ １ 申請申請申請申請のののの資格 資格 資格 資格 

申請の資格は，次の各号に掲げる条件に該当する事業者とします。 

  団体又はその代表者が契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でな

いこと。 

  代表者，役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があった

として逮捕若しくは送検され，又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過しな

い者でないこと。 

  団体又は代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８条第１

項第１号に違反するとして，公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過し

ない者でないこと。 

  団体又は代表者が指定管理者として行う業務に関連する法規に違反するとして関係機関に

認定された日から２年を経過しない者でないこと。 

  団体又は代表者が京都市暴力団排除条例（以下「排除条例」という。）第２条に規定する暴

力団員等及び暴力団密接関係者でないことのほか，契約の相手方としてふさわしくない者で

ないこと。 

  租税公課を滞納していないこと。 

 

２ ２ ２ ２ 選定選定選定選定のののの手順 手順 手順 手順 

平成２６年７月２４日（木）～８月２０日（水）      要項等の配布       

                              ↓ 

     ７月２４日（木）～８月 ６日（水）     質疑の受付期間       

                              ↓ 

     ８月 ７日（木）～８月１３日（水）       質疑の回答        

                              ↓ 

 ８月１４日（木）～８月２０日（水）    申請書類の受付期間      

                              ↓ 

     ８月２１日（木）～ ９月下旬    

  

                              ↓ 

       １０月上旬～中旬             指定候補者※2の選定      

 
※１）プレゼンテーション審査，ヒアリング審査，実地調査は必要に応じて行います。 
※２）指定管理者の候補となる団体をいいます。 

書類選考及びプレゼンテーション審

査，ヒアリング審査，実地調査※１ 

資料２ 

1



 

   なお，申請者の評価が著しく低い場合や特に重要と考えられる項目の評価が低い場
合は，指定候補者に選定しないことがあります。その際は，上記手順に関わらず，再
公募等を行う場合があります。 

    

３ ３ ３ ３ 申請手続 申請手続 申請手続 申請手続 

  申請方法 

下記により，書類を提出してください。 

ア 提出書類 

「提出書類一覧」（別紙１）のとおり 

イ 提出期間 

平成２６年８月１４日（木）から８月２０日（水）まで 

受付は午前９時から午後４時まで（土・日・祝日を除く） 

※書類の確認を行いますので，提出に際しては事前に電話のうえ来庁してください。 

ウ 提出場所 

京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町５００－１ 中信御池ビル３階 

京都市保健福祉局生活福祉部地域福祉課（地域福祉担当） 

電話 ０７５－２５１－１１７５（直通） 

  質疑及び回答 

   この要項に関する質疑及び回答は，次により行います。 

ア 質疑者の資格 

本要項中「１ 申請の資格」を満たす者とします。 

イ 質疑の方法 

質 疑 の 方 法 提出日時及び場所 

 質疑の要旨を簡潔に

まとめ，電子メールで送

信していただくか，持参

してください。 

① 受付期間  

平成２６年７月２４日（木）～８月 ６日（水） 

持参の場合は午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 

② 受付場所等 

京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町５００－１ 

中信御池ビル３階 

京都市保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

電子メールアドレス chiikifukushi＠city.kyoto.jp 

＊上記以外は，質問を受け付けません。 
 

ウ 回答 

８月１３日（水）までに質疑回答書を質疑者全員に電子メールで送信します（着信確認

の返信をすること。）。質疑回答書は，この要項と一体のものとして，要項と同等の効力を

有するものとします。ただし，やむを得ない事情により回答の送信が遅れる場合は，質疑

者全員に別途連絡します。 

なお，質疑回答書は，上記受付場所において配布等を行います。 

  平面図等の閲覧 

   質疑者の資格を満たす者は，上記質疑の受付期間及び受付場所において，指定施設の平面
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図等を閲覧することができます。ただし，平面図等は竣工時のものです。 

  関係法令の遵守 

申請書類の作成に当たっては，関係法令を遵守してください。 

  申請書類の提出 

提出する書類については，別紙「提出書類一覧」を参照してください。なお，提出期限後

において，提出された書類の内容を変更することはできません。 

また，提出書類に虚偽の記載があった場合は，失格とします。 

  追加書類の提出 

本市が必要と認める場合は，追加書類の提出を求める場合があります。 

  ヒアリングの実施 

本市が必要と認める場合は，申請書類等の提出後に，申請者に対してヒアリングを実施し

ます。 

  申請者が運営する施設の実地調査 

本市が必要と認める場合は，申請者が運営する施設の実地調査を行います。 

  著作権の帰属等 

申請書類の著作権は申請者に帰属します。ただし，本市は指定候補者の選定の公表等必要

な場合には，申請書類の内容を無償で使用できるものとします。また，本市は事業計画等申

請書類の内容及び指定候補者の選定結果を公表する場合があり，申請者はこれに対して異議

を申し立てることはできないものとします。 

  なお，申請書類は理由の如何にかかわらず返却しません。 

  費用の負担 

申請に関する費用は，すべて申請者の負担とします。 

  資料の取扱い 

本市が提供する資料は，申請にかかわる検討以外の目的で使用することを禁じます。また，

この検討の目的の範囲内であっても，本市の了承を得ることなく第三者に対して，これを使

用させたり，又は内容を提示することを禁じます。 

  留意事項 

申請者が，指定管理者の選定に関して選定委員会の委員と接触することを禁じます。接触

の事実が認められた場合には失格となることがあります。 

 

 

４ ４ ４ ４ 指定候補者指定候補者指定候補者指定候補者のののの選定等 選定等 選定等 選定等 

  指定候補者の選定方法 

指定候補者の選定に当たっては，次のとおり，審査を行い，総合的に最も高い評価を

受けた申請者を，市長が指定候補者として選定します。 

なお，審査の結果，該当者なしとする場合があります。 

  ア 「審査項目及び審査基準」（別紙２）に基づき，各審査項目について０点から２点

までの３段階評価を行い，各審査項目の評価点（０点～２点）を算定します。次に，

各審査項目の評価点に，各審査項目の重要度に応じて設定した係数（１～４）を乗じ

て，各審査項目の得点を算出します。 
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  イ 申請団体が本市からの派遣職員による人的支援又は運営補助金の交付による財政支

援を受けている外郭団体の場合は，その他の団体とのイコール・フッティングを確保

するために，審査項目「資金収支及び事業活動収支の状況」において，当該支援相当

額の調整を図ります。 

  ウ 必要に応じて，プレゼンテーション審査及びヒアリング審査等を実施し，評価点を

補正します。 

エ さらに地域住民が主体となった団体には，一定の加算を行う場合があります。 

オ これらの得点の計（１００点満点換算）をもって，申請者の総得点とします。 

   審査結果 

指定候補者の選定は，１０月の予定です。審査結果については，申請者全員に文書で通知

します。 

  指定候補者の選定等の公表 

指定候補者の選定後，申請の概況（経過，申請者名等），審査内容の概要及び申請者の得点

等については公表します。 

  仮の協定書の締結 

指定候補者を選定した後に，詳細について仮の協定書を取り交わすこととします。 

  市会の議決 

指定候補者の選定後，地方自治法の規定に基づき，京都市会に指定候補者を指定管理者と

する議案を付議し，議決を受けることとなります。ただし，市会の議決を経るまでの間に指

定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは，指

定管理者に指定しないことがあります。 

なお，市会の議決が得られなかった場合及び否決した場合においても，指定候補者が指定

施設の運営事業に関して支出した費用等については，一切補償しませんので御了承ください。 

   業務の引継ぎ等 

   新たな指定管理者は，指定開始日から円滑に業務が実施できるよう，指定開始日までに業

務の引継ぎ及び必要な準備行為を行うものとし，それに要する費用を負担します。 

       

５ ５ ５ ５ 運営運営運営運営にににに係係係係るるるる基本的事項 基本的事項 基本的事項 基本的事項 

  基本条件（ア・イについては，市民サービスの向上や効率的な運営を目的とした開所日， 

  開所時間等に関する指定管理者からの御提案を踏まえ，変更する場合があります。） 

ア 開所日 

毎月第３火曜日（国民の祝日にあたるときは翌日）及び年末年始（１２月２９日から翌

年１月４日まで）を除く毎日。 

イ 開所時間 

午前９時から午後９時３０分まで。 

ウ 職員及び職員数 

総合受付業務並びに施設管理運営業務に対応できるように，職員を常時２人以上配置し

てください。 

  物品の貸与・管理 

ア 京都市公有財産及び物品条例第１２条の規定に基づき，本市が現在の指定管理者に貸与
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している物品については，引き続き，新たな指定管理者に無償で貸与します。その他，事

業の実施に必要な物品については，新たな指定管理者で準備することとします。 

イ 指定管理者は，センターの管理運営に関し本市が貸与する市有物品及び市有外物品（リ

ース契約による事務機器等）について，本市が示す台帳及び管理帳票等を備え，善良な管

理者の注意をもって管理しなければなりません。 

また，委託料で購入した物品は，市有物品及び市有外物品と区別して整理し，指定管理

者の責任において管理するものとします。 

  本施設の修繕 

施設全体に係る大規模修繕については，指定管理者の責に帰すべき事由があると認められ

る場合等を除き，京都市の負担を基本としますが，その他の修繕（使用に起因する施設の劣

化した部分・部材又は低下した性能・機能を原状（初期の水準）又は使用上支障のない状態

まで回復させるものをいう。）については，新たな指定管理者の負担を基本とします。 

なお，本市による修繕については，予算の範囲内により行うこととします。 

  指定管理者の収入 

京都市が支弁する委託料を指定管理者の収入とします。委託料の金額及び支払方法等につ

いては，協定書において定めます。 

なお，指定管理者は，本施設の管理運営に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し

て整理しなければなりません。 

  業務の再委託 

包括的な業務の再委託については認められません。個別の業務の再委託については，事前

に本市との協議が必要です。なお，応募の際に，再委託する予定の業務内容を示すこと。 

  法令等の遵守 

指定管理者は，管理運営に当たり，次に掲げる法令はもとより，各種法令を遵守していた

だきます。 

ア 地方自治法及び同施行令 

イ 京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

ウ 京都市市民活動総合センター条例及び同条例施行規則 

エ 京都市福祉ボランティアセンター条例及び同条例施行規則 

オ 京都市長寿すこやかセンター条例及び同条例施行規則 

カ 京都市景観・まちづくりセンター条例及び同条例施行規則 

キ 京都市会計規則，京都市物品会計規則 

ク 京都市情報公開条例，京都市個人情報保護条例 

  ケ 個人情報の保護に関する法律 

  事業計画書 

指定管理者は，毎年，翌年度の事業計画書を作成し提出していただきます。 

  管理運営業務に関する報告 

 ア 事業報告書 

指定管理者は，毎年度終了後６０日以内に，施設の管理運営業務に関し，次の事項を記

載した事業報告書を提出するものとします。 

（ア）事業の実施状況及び利用状況（利用率・利用人数等） 
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（イ）経費の収支決算 

（ウ）指定管理者による管理運営業務の自己評価 

（エ）その他本市が必要と認める事項 

イ その他定例報告等 

指定管理者は，施設の管理運営業務に関し，次の事項についての報告を本市が指定する

期間ごとに行うものとします。 

（ア）施設の利用実績（毎月） 

（イ）経費の執行状況（４半期ごと） 

（ウ）アンケート等により把握した利用者の満足度やニーズの状況（随時） 

（エ）その他管理運営の状況を把握するために必要な事項（随時） 

  調査・監査・検査 

本市は，地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により，指定管理者の管理する公の施

設の適正を期すため，指定管理者に対して，当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求

め，実地に調査し，又は必要な指示をすることができます。 

また，地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査委員による監査，同法第２５２条

の３７第４項の規定に基づく包括外部監査人による監査，同法施行令第１５８条第４項の規

定に基づく収入役による検査を行うことがあります。 

  秘密保持義務 

指定管理者の役員及び職員は，本施設の管理運営業務に関して知り得た秘密を漏らし，又

は自己の利益のために利用してはいけません。また，指定管理者の指定期間が満了し，若し

くは指定を取り消され，又はその職を退いた後においても同様とします。 

  個人情報保護 

指定管理者は，本施設の利用者等に係る個人情報を保護するために必要な措置を講じるも

のとします。 

  情報公開 

指定管理者は，本施設の管理運営業務に関して保有する情報の公開について，必要な措置

を講じるものとします。 

  指定の停止及び取消 

次に該当する場合は，必要に応じて，指定管理者の業務の停止や指定の取消を行う場合が

あります。 

ア 指定管理者が排除条例第２条に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当するこ

とが判明した場合 

イ 施設の管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められる場合 

ウ 指定に関し不正の行為があった場合 

エ 法令の規定，本件指定の条件又は協定書に記載された条件に違反した場合 

オ 法令の規定，本件指定の条件又は協定書の規定に基づき本市関係職員が行う報告の聴取，

検査又は調査の実施を拒否し，又は妨害したとき，その他本市関係職員の指示に正当な理

由がなく従わなかった場合 

カ 指定期間が終了するまでに，本市が施設の供用を休止し，又は廃止するとき。 

キ 業務の範囲の大幅な変更等により再指定を行うとき。 
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ク その他施設の管理業務を継続しがたい事由があると認められる場合 

 

６ ６ ６ ６ 基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項のののの遵守 遵守 遵守 遵守 

        指定候補者が，この要項に定める基本的な事項に反した場合は，指定管理者に指定しないこ

とがあります。 

 

７ ７ ７ ７ 施設施設施設施設のののの概要 概要 概要 概要 

「ひと・まち交流館 京都」は，「市民活動総合センター」「福祉ボランティアセンター」「長

寿すこやかセンター」「景観・まちづくりセンター」の４つのセンターからなる複合施設です。 

京都市内における福祉やまちづくりをはじめとする様々な分野のボランティア活動やＮＰＯ

活動など営利を目的とせず，社会に対して貢献する市民の自発的な活動を推進・支援する拠点

として設置されています。 

  名 称   ひと・まち交流館 京都 

  所在地   京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番地の１ 

  施設面積  延床面積 約１３，６２０㎡のうち， 

      ひと・まち交流館京都の共用部分 約８，２３１㎡ 

  主な施設内容 

大会議室，会議室，和室，作品展示コーナー，プレイルーム，福祉用具展示コーナー，防

災センター，事務室，立体駐車場，機械室，備蓄倉庫，便所，廊下，階段，エントランス，

ホワイエ，エレベーター，駐輪場 

  建物全体概要 

建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下２階地上５階建て 

   敷地面積 約４，７７０㎡ 

   建築面積 約２，７８０㎡ 

   延床面積 約１３，６２０㎡ 

   竣  工 平成１５年６月 

   主な施設内容   ５階 菊浜老人短期入所施設（菊浜ショートステイ） 

         ４階 長寿すこやかセンター 

         ３階 福祉ボランティアセンター，第３～５会議室 

         ２階 市民活動総合センター，第１～２会議室，和室Ａ・Ｂ，大会議室 

         １階 総合受付，児童室，作品展示コーナー，パソコンコーナー，  

ボランティアビューロー，福祉用具展示コーナー 

       地下１階 景観・まちづくりセンター，図書コーナー，立体駐車場 

       地下２階 備蓄倉庫，機械室 

 

  直近の決算額 

＜平成２５年度収支状況＞                     （単位：円） 

収入状況 支出状況 

委託料 158,709,523 人件費 32,162,831 
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自主事業 0 事業費 115,258,523 

その他 0 事務費 9,542,812 

収入計 158,709,523 支出計 156,964,166 

    

８ ８ ８ ８ 業務業務業務業務のののの概要及概要及概要及概要及びびびび運営運営運営運営にににに係係係係るるるる基本事項 基本事項 基本事項 基本事項 

  施設の運営について 

ア ひと・まち交流館 京都の利用促進業務 

市民の自主的な活動を推進・支援する拠点である本施設をＰＲし，利用促進につなげる

ための事業を実施していただきます。 

イ パソコンコーナーの一部である閲覧スペースの管理 

  市民がインターネットを利用し，高齢者福祉や市民活動・ボランティア情報などを閲覧

できるパソコンの管理運営を行っていただきます。 

ウ ひと・まち交流館 京都の利用案内等業務 

１階総合受付にて，来館者への各種問い合わせに応対し，問い合わせ内容に応じて各セ

ンター等へ誘導・案内等を行っていただきます。 

エ 貸館受付業務 

会議室等共用部分の利用申請の受付・使用許可，会議室等共用部分の利用者に対するカ

ギ等の受け渡しなど施設利用の受付業務を行っていただきます。 

オ 駐車場関係業務 

駐車場の監視，利用者への応対，機械式駐車装置の操作などを行っていただきます。 

カ 使用料の徴収業務（公金収納事務） 

大会議室，会議室付属設備，駐車場の使用料は本市が決定し，指定管理者は利用者から

徴収し，本市の収入として納めていただくことになります。 

キ 防火管理に関する業務 

建物全体の防火管理に関する業務を行っていただきます。 

ク 見学者等の対応に関する業務 

本施設の見学者の対応を行っていただきます。 

ケ ひと・まち交流館 京都 情報システムの管理業務 

コ 文書等の収受管理に関する業務 

サ 水道・光熱費等の支払業務 

各センター，入館団体の水道・光熱水費等の取りまとめを行っていただきます。 

シ 共同管理委員会の設置・運営 

本施設は，複合施設のため，各センターの運営もそれぞれの指定管理者であり，また，

会議室等は各センターで共有するなど，施設全体の管理・運営については，各センターと

協議し，密接な連携のもと行っていく必要があります。 

福祉ボランティアをはじめとする様々な市民活動を総合的に推進するため各センター事

業の調整等，各センターが協力して取り組むべき管理上の諸課題に関し協議し，対応につ

いて総意を図る共同機関として，委員会を設置し運営していただきます。 

ス 本市の取組への協力業務 

8



 

  本市が市民に対して実施する取組に対して，運営に支障のない範囲で協力して実施して

いただきます。 

  施設の管理について 

施設全体の管理にあたり，各センター専有部分については，各センターの指定管理者と協

議のうえ，適切に行うものとする。 

ア 保守管理業務 

（ア）建築物の保守管理 

建築物は日常点検，定期点検等を行い，仕上げ材の浮き，ひび割れ，はがれ，かび等

の発生がない状態を維持し，かつ美観を維持する。 

（イ）建築設備の保守管理 

建築設備は日常点検，定期点検等を行い，初期の性能を維持する。 

（電気設備保守点検・給排水ガス設備・空調設備・消防設備・昇降機設備・自動制御

設備・オートリーラー設備・高所作業台設備・環境衛生管理設備・ゴンドラ設備・

観覧席舞台装置関係設備・電動ロールスクリーン設備・シャッター設備・エンジン

ドア設備・弱電ＡＶ機器設備・直流電源設備・非常用電源設備・電話機器設備 等） 

（ウ）立体駐車場設備の保守管理 

立体駐車場設備は定期点検等を行い，初期の性能を維持する。 

（エ）一般廃棄物及び分別ゴミの処分 

本施設ゴミ置場に集積した一般廃棄物及び分別ゴミについて適正に処分する。 

（オ）外構の保守管理 

建物に付属し，敷地内に設けられている外構については，初期の状態を保ち美観の維

持を行う。また，違法駐車・駐輪を含め施設利用者の使用の妨げにならないように管理

を行う。 

（カ）備品等の保守管理 

施設の運営に支障をきたさないよう，常に備品の保守管理を行う。 

（キ）消耗品の管理 

施設の運営に支障をきたさないよう，必要な消耗品を適宜整備し，管理を行う。不具

合の生じたものに関しては随時更新を行う。 

イ 環境維持管理業務 

（ア）清掃業務 

施設の環境を維持し，環境を保つため，清掃業務を適切に行う。清掃を行う範囲につ

いては，５階菊浜老人短期入所施設専有部分を除く建物全体とする。 

（イ）保安警備業務 

施設内の秩序を維持し，事故，盗難・破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・

防止し，財産の保全を図るとともに利用者の安全を守るために，保安警備業務（２４時

間警備）を適切に行う。 

  指定管理者への委託費 

指定期間内の１年度当たりの委託費は概ね１６，２００万円とします。ただし，本市と指

定候補者との協議のうえ，確定することとなります。 

  市税に関する留意事項 
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指定管理者は，会社等の法人にかかる市民税，事業を行う者にかかる事業所税等の納税義

務者となる場合があります。 

    

９ ９ ９ ９ 運営運営運営運営にににに係係係係るるるる特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 

  指定施設は，元菊浜小学校跡地を活用して設置された施設です。同一敷地内に合築する地

元施設との共有に係る部分については，当事者間の合意事項に従って，必要な管理業務を行

ってください。 

  指定施設は，本市の防災計画において避難収容施設に指定されているとともに，京都市災

害ボランティアセンター（常設）や菊浜老人短期入所施設が設置されていることなどから，

災害等緊急事態発生時において，各施設・センターがそれぞれの円滑な対応を図ることがで

きるように支援を行ってください。 

  新たな指定管理者は，現在の指定管理者が行っている業務水準の維持に努めるものとしま

す。 

  指定管理者として，公共性の高い施設としての役割を認識したうえでの運営に努めてくだ

さい。 

    

10 指定期間等 10 指定期間等 10 指定期間等 10 指定期間等 

  指定期間 

今回の指定期間は，平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日までの４年間を予定し

ています。 

  原状回復及び引継ぎ 

指定管理者は，指定期間が終了するとき（継続して指定されたときを除く。）又は指定が取

り消されたときは，本市が特に支障がないと認めた場合を除き，速やかに施設を原状に回復

するとともに，次の指定管理者が円滑に業務を遂行できるよう，施設の維持管理マニュアル

を作成する等，十分な引継ぎを行うものとします。 

 

11 問11 問11 問11 問いいいい合合合合わせわせわせわせ先 先 先 先 

京都市保健福祉局生活福祉部地域福祉課 

〒604-8091  

京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町５００－１ 中信御池ビル３階 

電 話 ０７５－２５１－１１７５ 

ＦＡＸ ０７５－２５６－４６５２ 

電子メールアドレス chiikifukushi＠city.kyoto.jp 
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【【【【別紙別紙別紙別紙１１１１】 】 】 】 

提出書類一覧 提出書類一覧 提出書類一覧 提出書類一覧 

 

１ １ １ １ 事業者事業者事業者事業者のののの概要概要概要概要・・・・財務状況等 財務状況等 財務状況等 財務状況等 （（（（実名実名実名実名でででで作成作成作成作成してくださいしてくださいしてくださいしてください。） 。） 。） 。） 

様式 提出書類 主な記載事項 部数 

 申請書  指定施設の名称 １ 

Ａ 申請資格及び事業

者の連絡先 

申請資格の有無，担当者名，役職，電話番号等 １ 

Ｂ 事業者の概要 (1) 沿革【様式任意】 

＊ 既存のもので可。ただし，時系列で記載し，事業内容

についても具体的に記入されたもの 

１ 

(2) 代表者の履歴【様式任意】 １ 

(3) 役員名簿【様式任意】 

＊ 既存のもので可。ただし，他団体の役員を兼ねている

場合は，団体名と役職を記載する。氏名にはフリガナを

付してください。 

１ 

(4) 団体の概要【様式任意】 

＊ 既存のもので可。 

１ 

Ｃ 定款規約等※ 最新のもの【様式任意】 １ 

Ｄ 法人登記簿謄本※ 申請日前３箇月以内に発行されたもの １ 

Ｅ 印鑑証明書※ 申請日前３箇月以内に発行されたもの １ 

Ｆ 

 

現在経営している

施設の状況等 

（運営を受託して

いる施設含む。） 

平成２４，２５年度の年間事業報告書，年間利用状況報

告書 

＊ 団体及び施設のパンフレット等があれば添付してくだ

さい。 

１ 

Ｇ 決算書等 (1) 平成２４，２５年度の決算書類【様式任意】 

＊ 資金収支計算書（法人全体分），事業活動収支計算書又

は損益計算書（法人全体分），貸借対照表（法人全体分） 

＊ 上記のほか，法令等に基づき作成された決算書類，財

産目録等一式及び決算付属明細表 

＊ 現在経営（運営受託施設を含む）施設の決算書類も含

む。 

１ 

(2) 最近２年分の補助金，公的機関からの融資，寄附金等

の状況【様式任意】 

１ 

Ｈ 納税証明書等 

 

(1),(2)のみ※ 

(1) 国税（法人税及び消費税） 

  未納のないことの証明書 

(2) 市税（本市に事業所がある場合，法人市民税及び固 定

資産税） 

＊(1)，(2)については平成２６年１月１日以降に発行され

た直近２年分の原本を提出してください。 

(3）水道料金・下水道使用料納付証明書 

  「水道料金・下水道使用料納付証明書の請求について」

を参照し，指定の書式により請求してください。 

１ 

Ｉ 京都市暴力団排除

条例施行規則第４

条に定める利益付

与処分に係る誓約

書 

＊ 役員とは，その業務の執行，業務の監査等の職権を有

するものをいう。（民法３４条の法人における理事及び監

事，株式会社における取締役及び監査役など） 

＊ 使用人とは，①支配人，本店長，支店長，営業所長そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わず，営業所，

事務所その他の組織（以下「営業所等」という。）の業務

を統括する者，②営業所等において，部長，次長，課長，

支店次長，副支店長，副所長その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず，事業の利益に重大な影響を及ぼ

す業務の全部又は一部について一切の裁判外の行為をな

す権限を有し，又は当該営業所等の業務を統括する者の

権限を代行し得る地位にある者をいう。 

１ 

※※※※「「「「提出書類提出書類提出書類提出書類」」」」欄中欄中欄中欄中，，，，※※※※印印印印のののの書類書類書類書類はははは法人法人法人法人のみのみのみのみ提出 提出 提出 提出 
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２ ２ ２ ２ 運営実績及運営実績及運営実績及運営実績及びびびび事業計画 事業計画 事業計画 事業計画 （（（（匿名匿名匿名匿名でででで作成作成作成作成してくださいしてくださいしてくださいしてください。）。）。）。） 

様式 提出書類 主な記載事項 部数 

１～３２ 運営実績及び事業

計画 

 様式に必要事項を記載してください。（別紙参照とはしな

いでください。） 

１ 

【【【【添付書類添付書類添付書類添付書類】（】（】（】（団体名等団体名等団体名等団体名等がががが記載記載記載記載されているされているされているされている場合場合場合場合はははは，，，，当該箇所当該箇所当該箇所当該箇所をををを黒塗黒塗黒塗黒塗りりりり等等等等によりによりによりにより塗塗塗塗りつぶしてくりつぶしてくりつぶしてくりつぶしてく

ださいださいださいださい。）。）。）。） 

様式 添付書類 部数 

２関係  組織図，職員役割分担表 １ 

３関係 事故及び不祥事の詳細が分かる書類（例：事故報告書，役員会等での説明

資料） 

１ 

４関係 (1)コンプライアンスに関する規程，マニュアル 

(2)コンプライアンス組織体制図 

(3)コンプライアンスに関連する取組（倫理研修等）の記録（平成２５年度分） 

１ 

８関係 外部評価（第三者評価等）の評価結果（概要部分のみ） １ 

12 関係 (1)利用者のプライバシー保護に関する規程，マニュアル 

(2)利用者の承諾書書式（現在団体で使用しているもの又は応募施設で使用する

予定のもの） 

１ 

14 関係 (1)情報開示のマニュアル（現在団体で使用しているもの又は応募施設で使用する

予定のもの） 

(2)利用者に対してサービス内容等を紹介した資料（お便り，パンフレット等） 

１ 

15 関係 (1)利用者の意見や満足度を把握した調査結果（直近の調査結果。） 

(2)苦情対応マニュアル 等（現在団体で使用しているもの又は応募施設で使用す

る予定のもの） 

(3)第三者委員会の設置要綱，名簿 等 

１ 

16 関係 (1)これまでのサービスの質の確保・向上に向けた取組に係る書類 

(2)業務（事務）マニュアル（接遇・電話応対も含む）  

１ 

19 関係 (1)服務規程（就業規則） 

(2)給与規程 

(3)非常勤職員就業規則 

１ 

20 関係 (1)応募施設における職員研修計画 

(2)団体が運営している施設における職員への研修の記録（平成２５年

度分） 

１ 

26 関係  会計処理規程（経理規程等）（現在団体で適用しているもの又は応募施設で適

用する予定のもの） 

１ 

27 関係 事故防止マニュアル 等（現在団体で使用しているもの又は応募施設で使用する

予定のもの） 

１ 

28 関係 緊急時の対応に関するマニュアル（現在団体で使用しているもの又は応募施設

で使用する予定のもの） 

１ 

29 関係 感染症の対応に関するマニュアル（現在団体で使用しているもの又は応募施設

で使用する予定のもの） 

１ 

30 関係 衛生管理に関するマニュアル（現在団体で使用しているもの又は応募施設で使

用する予定のもの） 

１ 

31 関係 非常災害時の対応に関するマニュアル（現在団体で使用しているもの又は応募

施設で使用する予定のもの） 

１ 
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進
・
組
織
と
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

5
管
理
者
の
責
任
と
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ

・
管
理
者
の
役
割
と
責
任
が
ス
タ
ッ
フ
に
明
示
さ
れ
，
事
業
の
運
営
状
況
を
把
握
の
上
，
具
体
的
な
指
示
を
出
し
て
い
る

か
２
　
１
　
０

1
2

6
資
金
収
支
及
び
事
業
活
動

収
支
の
状
況

・
団
体
全
体
で
過
去
２
年
間
又
は
累
積
で
の
赤
字
が
生
じ
て
い
な
い
か

（
申
請
団
体
が
本
市
外
郭
団
体
の
場
合
，
そ
の
他
の
団
体
と
の
イ
コ
ー
ル
・
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
図
る
た
め
の
調
整
あ
り
）

２
　
１
　
０

2
4

7
借
入
金
の
状
況

・
団
体
全
体
で
借
入
金
が
な
い
か
。
借
入
金
が
あ
る
場
合
は
返
済
計
画
ど
お
り
に
償
還
し
て
い
る
か
。

２
　
１
　
０

1
2

8
外
部
評
価

・
第
三
者
評
価
等
の
外
部
評
価
を
受
診
し
，
評
価
結
果
を
公
表
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

9
苦
情
解
決

・
苦
情
が
あ
っ
た
際
に
適
切
に
対
応
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

小
　
　
　
　
　
　
　
計

2
8

審
査
項
目
及
び

審
査
基
準

【
別

紙
２

】

審
査
項
目

（
小
項
目
）

１
　
団
体
の
運
営
実

績
及
び
組
織
内
連
携

運
営
実
績

（
申
請
団
体

の
状
況
）
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審
査
項
目

（
大
項
目
）

審
査
項
目

（
中
項
目
）

審
査
基
準

評
価
点
係
数
満
点
の

得
点

1
0
応
募
施
設
の
運
営
理
念
等
・
当
該
施
設
に
見
合
う
具
体
的
な
運
営
理
念
や
運
営
方
針
を
定
め
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

1
1
地
域
交
流

・
地
域
交
流
や
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
対
す
る
考
え
方
は
妥
当
か

２
　
１
　
０

2
4

1
2
利
用
者
の
尊
重

・
人
権
の
尊
重
，
守
秘
義
務
，
個
人
情
報
保
護
，
説
明
責
任
に
つ
い
て
の
理
念
を
明
示
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

1
3
事
業
計
画
の
基
本
的
性
格
・
施
設
の
性
格
，
機
能
及
び
役
割
を
理
解
し
た
計
画
に
な
っ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

1
4
情
報
開
示
の
積
極
的
姿
勢
・
積
極
的
に
情
報
開
示
を
行
う
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

1
5
利
用
者
の
意
見
反
映

・
利
用
者
の
意
見
聴
取
を
行
っ
た
り
，
第
三
者
委
員
の
設
置
に
よ
り
苦
情
解
決
体
制
を
確
立
す
る
な
ど
，
組
織
的
な
体

制
が
確
立
さ
れ
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

1
6
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
，
向
上
・
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
･向
上
に
向
け
た
組
織
と
し
て
具
体
的
な
計
画
に
な
っ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

1
7
建
物
・
設
備
の
保
守
点
検

・
建
物
維
持
管
理
業
務
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
適
切
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

1
8
職
員
の
配
置
計
画

・
職
員
の
配
置
基
準
を
満
た
す
計
画
で
あ
る
と
と
も
に
，
採
用
計
画
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
示
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

1
9
職
員
の
人
事
考
課

・
人
事
考
課
の
考
え
方
を
明
示
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

2
0
職
員
の
人
材
育
成

・
研
修
計
画
を
作
成
の
上
，
計
画
に
基
づ
い
た
専
門
知
識
・
技
術
の
向
上
に
向
け
た
研
修
機
会
を
組
織
的
に
確
保
し
て

い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

2
1
人
材
育
成
へ
の
貢
献

・
実
習
生
受
入
れ
等
に
対
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

2
2
運
営
の
健
全
性

・
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
と
経
営
の
効
率
性
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
計
画
に
な
っ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

2
3
資
金
計
画

・
事
業
計
画
と
の
整
合
性
が
あ
り
，
実
現
が
見
込
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

2
4
資
金
収
支
見
通
し

・
今
後
の
収
支
見
通
し
に
つ
い
て
単
年
度
又
は
累
積
で
の
資
金
赤
字
と
な
っ
て
い
な
い
か

２
　
１
　
０

1
2

2
5
運
転
資
金
の
確
保

・
一
定
の
運
転
資
金
を
確
保
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

2
6
内
部
牽
制
体
制

・
経
費
の
執
行
に
つ
い
て
複
数
の
者
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
内
部
牽
制
体
制
が
示
さ
れ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

1
2

2
7
事
故
防
止

・
事
故
防
止
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
，
訓
練
体
制
を
確
立
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

2
8
緊
急
時
の
対
応

・
緊
急
時
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
，
組
織
体
制
を
確
立
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

2
9
感
染
症
の
対
応

・
感
染
症
対
策
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
，
具
体
的
予
防
策
を
確
立
し
て
い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

3
0
衛
生
管
理

・
施
設
内
の
物
品
等
の
整
理
整
頓
及
び
衛
生
管
理
対
策
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か

２
　
１
　
０

2
4

3
1
災
害
対
策

・
消
火
訓
練
，
避
難
訓
練
等
の
実
施
計
画
や
備
え
が
あ
る
か

２
　
１
　
０

2
4

６
　
上
記
以
外
で
特
に

Ｐ
Ｒ
し
た
い
内
容

3
2
団
体
の
Ｐ
Ｒ

２
　
１
　
０

2
4

小
　
　
　
　
　
　
　
計

6
8

9
6

1
0
0

審
査
項
目

（
小
項
目
）

１
　
応
募
施
設
の
運

営
理
念

２
　
応
募
施
設
の
事

業
計
画

合
計
得
点
（
百
分
率
表
示
）
　
※
小
数
点
第
１
位
を
四
捨
五
入

５
　
応
募
施
設
の
危

機
・
安
全
管
理

事
業
計
画

（
応
募
施
設

の
状
況
）

合
計
得
点
（
小
項
目
の
得
点
合
計
）

３
％
加
算
後
（
合
計
得
点
×
1
.0
3
）
　
※
地
域
住
民
団
体
の
み

４
　
応
募
施
設
の
経

営
管
理
計
画

３
　
応
募
施
設
の
施

設
運
営
体
制
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京都市ひと・まち交流館京都の共用部分指定管理者指定申請書 

 

 

注１ この申請書は，指定施設ごとに作成してください。 

注２ 複数の児童館に申請する場合，２件目以降の申請については１（１）～（13）の書類

を省略することができます。 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

（各１部） 

１ 事業者の概要・財務状況等に関する書類 

（１）申請資格及び事業計画者の連絡先 

 （２）団体の沿革 

 （３）代表者の履歴 

 （４）役員名簿 

 （５）団体の概要 

 （６）定款規約等 

 （７）法人登記簿謄本 

 （８）印鑑証明書 

（９）年間事業報告書，年間利用状況報告書 

 （10）平成２４，２５年度の決算書類 

 （11）平成２４，２５年度の補助金，公的機関からの融資等の状況 

 （12）納税証明書，水道料金・下水道使用料納付証明書 

 （13）京都市暴力団排除条例施行規則第４条に定める利益付与処分に係

る誓約書 

２ 運営実績及び事業計画（様式１～３４） 

（あて先）京都市長 年    月    日 

申請団体の主たる事務所の所在地 申請団体の名称及び代表者名（記名押印又は署名） 

 

 

電話    －     

京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の規定により，指定管理

者の指定を申請します。 

申請する施設

の名称 
 

15



【様式Ａ】 
 

    

申請資格及申請資格及申請資格及申請資格及びびびび事業者事業者事業者事業者のののの連絡先連絡先連絡先連絡先    

    

    

１ １ １ １ 申請資格申請資格申請資格申請資格    
 募集要項「１ 申請の資格」を参照し，「１ 申請の資格」の各号に掲げる条件に該当する

場合は「○」を，該当しない場合は「×」を申告欄に記入してください。 

 

  

 申告欄 

１（１）  

１（２）  

１（３）  

１（４）  

１（５）  

１（６）  

 

 

２ ２ ２ ２ 事業者事業者事業者事業者のののの連絡先連絡先連絡先連絡先    

    

連 絡 先 

担当者名 
フリガナ 

所属（施設名

等）･役職名 

 

勤務する事務

所等の所在地 

〒 

電話等 ＴＥＬ           ＦＡＸ            

Ｅ－mail 
 

連 絡 先 

担当者名 
フリガナ 

所属（施設名

等）･役職名 

 

勤務する事務

所等の所在地 

〒 

電話等 ＴＥＬ           ＦＡＸ            

Ｅ－mail 
 

＊ 連絡先の担当者名は，実務担当者を含め複数名記入願います。 
 

16



【様式Ｈ】 

 

指定管理者申請用 

 

水道料金水道料金水道料金水道料金・・・・下水道使用料納付証明書下水道使用料納付証明書下水道使用料納付証明書下水道使用料納付証明書のののの請求請求請求請求についてについてについてについて    
 

 京都市公の施設の指定管理者申請（以下「管理者申請」といいます。）においては，本市

の水道料金・下水道使用料に係る納付証明書（以下「納付証明書」といいます。）の提出が

必要になります。 

 納付証明書の請求については，この手引きをお読みいただき，別紙の「水道料金・下水道

使用料納付証明請求書（京都市公の施設の指定管理者申請用）」（以下「証明請求書」とい

います。）に必要事項を記入のうえ，証明手数料（１件３５０円）持参のうえ，納付証明書

の発行窓口へ請求してください（郵送では受付できません。）。 

 

１ 納付証明書の提出が必要となる者 

  京都市京都市京都市京都市にににに水道水道水道水道のののの使用者名義使用者名義使用者名義使用者名義をををを有有有有するするするする者者者者（管理者申請をする者が法人の場合にあっては法

人名義のもの，個人の場合にあっては代表者名義のもの） 

  なお，管理者申請をする者が，京都市内に，事務所又は事業所等（以下「事務所等」と

いいます。）を有しない場合や，テナント・ビル，マンション等に設置されているため，

直接に水道の使用者名義のある事務所等を有しない場合（家主に支払う賃借料（共益費）

に水道料金等が含まれている場合など）には，納付証明書の提出は必要がありません。 

 

２ 対象になる事務所，事業所等 

  京都市内京都市内京都市内京都市内にににに所在所在所在所在するするするする事務所等事務所等事務所等事務所等でででで，，，，水道水道水道水道のののの使用者名義使用者名義使用者名義使用者名義がががが申請対象申請対象申請対象申請対象になっているものになっているものになっているものになっているもの    

  なお，京都市内に複数の事務所等を有する場合は，すべての事務所等について納付証明

書の提出が必要になります。ただし，工事現場等における臨時栓については，対象になり

ません。 

 

３ 証明請求書の記入に際しての注意事項 

   「あて先」の欄には，請求する営業所名（所管地域の営業所名）を記入してください。 

   注 営業所の所管地域については，裏面をご覧ください。 

  「請求者」の欄には，請求者の所在地，名称及び代表社名（個人の場合にあっては，

住所及び氏名）を記入のうえ，押印してください。 

  「検針区」，「使用者コード」，「水栓番号」及び「使用者名」の欄には，水道使用

水量のお知らせに記載されている内容を正確に記入してください。 

 

４ 納付証明書の請求先 

  当該事務所等当該事務所等当該事務所等当該事務所等をををを所管地域所管地域所管地域所管地域とするとするとするとする営業所営業所営業所営業所（「京都上下水道局営業所等一覧」参照） 

  納付証明書の請求先が複数の営業所におよぶ場合は，上下水道局お客さま窓口サービス

コーナーで一括して納付証明書の請求をすることができますが，納付証明請求書は担当営

業所ごとに作成してください。 

なお，請求日当日に発行できない場合は，後日受取りに行っていただくことになります

ので御了承ください。 

 

５ その他 

   受付期間の後半は，窓口が混雑することがありますので，お早めに請求してください。 

   納付証明請求書の用紙が２通以上必要となる場合は，コピーして使用してください。 
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京 都 市 上 下 水 道 局 営 業 所 等 一 覧 
 

担 当 地 域 
検針区の 

１桁目 
営 業 所 名 所 在 地 電話番号 

東山区 １ 東山営業所 東大路安井西側 561-7117 

山科区 

伏見区の醍醐支所管内 
１ 山科営業所 

椥辻西浦町 

（八反畑バス停西入） 
592-3058 

北区 

上京区の一条通以北 
２ 北営業所 北大路千本西 約 250ｍ 462-3251 

上京区の一条通以南 

中京区 
３ 丸太町営業所 丸太町智恵光院下ル 841-9146 

右京区 ４ 右京営業所 西大路三条西 約 500ｍ 841-9184 

西京区 ０ 西京営業所 
上桂，西京総合庁舎 

東隣り 
392-8791 

左京区 ５ 左京営業所 川端北大路東入ル上ル 722-7700 

下京区 

南区 

６ 

７ 
九条営業所 京阪国道十条上ル東側 682-3910 

伏見区 

（醍醐支所管内を除

く） 

８ 伏見営業所 
京阪電車墨染駅 

東 約 100ｍ 
641-8301 

 

○ 納付証明書の請求先が複数の営業所におよぶ場合は，下記の上下水道局お客さま窓口サービ

スコーナーで一括して納付証明書の請求をすることができますが，納付証明請求書は担当営業

所ごとに作成してください。 

  なお，請求日当日に発行できない場合は，後日受取りに行っていただくことになりますので

御了承ください。 

 

名    称 所  在  地 電 話 番 号 

上下水道局お客さま窓口 
サービスコーナー 

南区東九条東山王町１２ 

（竹田街道八条下る東側） 
６７２－７７７０ 

 

 

18



（京都市公の施設の指定管理者申請用） 

 

 

水道料金・下水道使用料納付証明請求書 
 

 

平成   年   月   日請求 

 

 

（あて先）京都市公営企業管理者上下水道局長 
（京都市上下水道局総務部    営業所） 

 
請求者 住 所 

    氏 名                

 

京都市公の施設の指定管理者申請に使用するため，下記の水道料金，下水道使用料

の納付証明を請求します。 

 

検針区 使用者コード 水栓番号 使 用 者 名 

              

              

              

              

              

 

（注）検針区，使用者コード，水栓番号及び使用者名の欄は，「水道使用水量のお知らせ」

に記載されている内容を正確に記入してください。 

 

 

 

水道料金・下水道使用料納付証明書 

 

 

上記の使用者について，水道料金，下水道使用料の未納額はありません。 
 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

京都市公営企業管理者上下水道局長   
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【様式Ｉ】 

第１号様式（第４条，第５条及び第７条関係） 

誓  約  書 

（宛先）         年   月   日 

誓約者の住所（法人にあっては，主たる 
事務所の所在地）       
 

 

 

 

 

誓約者の氏名（法人にあっては，名称及

び代表者名） 

 

 
 

○印 

     電話     －     

 

 誓約者が京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等及び同条第５

号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約します。 

誓 約 者 並 び に そ の 役 員 及 び 使 用 人 の 名 簿 

役職名又は呼称 氏 名 フ リ ガ ナ 生 年 月 日 性 別 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は，次に掲げる区分に応じ，それぞれ

次に掲げる者について記入してください。 

    誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役

員及び使用人（市長等（指定管理者を含む。以下同じ。）が全ての使用人について

記入することが困難であると認めるときは，市長等が指定する使用人に限る。） 

   誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第４号ウに規

定する使用人（市長等が全ての使用人について記入することが困難であると認める

ときは，市長等が指定する使用人に限る。） 
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「運営実績及び事業計画」の作成に当たっての留意事項 
 

 

  

１ 応募団体が競合した場合は，書類審査を匿名で行いますので，

「運営実績及び事業計画」（様式１～３２）は匿名匿名匿名匿名でででで作成作成作成作成してく

ださい。申請団体名や団体が運営されている施設名（以下，「団

体名等」という。）のほか，それらが特定できる情報は記載しな

いでください。 

２ 書類審査は，原則として，この様式をもとに行いますので，そそそそ

れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの項目項目項目項目についてについてについてについて貴団体貴団体貴団体貴団体のののの取組内容等取組内容等取組内容等取組内容等をををを具体的具体的具体的具体的にににに分分分分かりやすかりやすかりやすかりやす

くくくく記載記載記載記載してください。（（（（別紙参照別紙参照別紙参照別紙参照とはしないでくださいとはしないでくださいとはしないでくださいとはしないでください。）。）。）。） 

３ 指定様式の下部に【添付書類】と記載されている場合について

も，前項のとおり様式に記載したうえで，必要な書類を添付して

ください。また，添付書類添付書類添付書類添付書類にににに団体名等団体名等団体名等団体名等がががが記載記載記載記載されているされているされているされている場合場合場合場合はははは，，，，

当該箇所当該箇所当該箇所当該箇所をををを黒塗黒塗黒塗黒塗りりりり等等等等によりによりによりにより塗塗塗塗りつぶしりつぶしりつぶしりつぶしたうえで提出してくださ

い。 

添付がない場合は，添付漏れや未作成とし，減点する場合があ

ります。 

４ 指定様式及び添付書類ともに，利用者等利用者等利用者等利用者等のののの個人情報個人情報個人情報個人情報はははは記載記載記載記載しなしなしなしな

いでくださいいでくださいいでくださいいでください。。。。利用者等利用者等利用者等利用者等のののの個人情報個人情報個人情報個人情報がががが記載記載記載記載されているされているされているされている場合場合場合場合はははは，，，，当当当当

該箇所該箇所該箇所該箇所をををを黒塗黒塗黒塗黒塗りりりり等等等等によりによりによりにより塗塗塗塗りつぶしりつぶしりつぶしりつぶしてください。 
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運営実績及び事業計画 

 

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 運営実績運営実績運営実績運営実績（（（（申請団体申請団体申請団体申請団体のののの状況状況状況状況） ） ） ） 
  ※団体（法人）全体の実績を記載してください。 

 

【様式１】 

 

１ 団体の運営実績 

 

１ 応募団体の概要 
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２ 施設等の運営実績 

 

（１）施設等の運営実績について，該当する□（１つ）にレ印を記入してください。 

 

  □ 施設の共用部分の受託管理実績がある 

    □ 施設の共用部分の受託管理実績はないが，施設の受託管理実績はある 

  □ いずれも実績はない 

 

 

（２）施設等の運営実績を記載してください。 

施設共用部分

の受託管理実

績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）○○センターの共用部分  ○○市○○区 

施設の受託管

理実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）○○施設  ○○市○○区 
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【様式２】 

２ 組織内連携 

  
 役員会，本部，事業所間及び事業所内の連携の状況について記載してください。（組織図，

組織内で連携を図るために開催している会議，事業所から役員会・本部への報告体制，日常

の連携及び緊急時の連携 等） 

 

 要旨 

 

 

 詳細（「要旨」に記載した事項について，具体的な取組内容，回数，頻度等を詳しく記載

してください。） 

 

 

【添付書類】 

○組織図，職員役割分担表 
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【様式３】 

３ 事故及び不祥事について 

 

１ 平成２４年度以降（申請日まで）における事故（※）及び不祥事の発生状況について，

該当する□（1つ）にレ印を記入してください。 

 

 ※ 利用者の死亡，入院を要する怪我，利用者の財物の損壊・滅失，従業員の法令違反に

より利用者の処遇に影響を及ぼしたもの等，重大な事故について記入してください。 

 

 □ 重大な事故や不祥事は発生していない 

 □ 重大な事故又は不祥事が発生したが，適切に対応し，再発防止策をとった 

 □ 重大な事故又は不祥事が発生したが，対応や再発防止策が不十分である 

 

 

２ 重大な事故又は不祥事が発生した場合，具体的な内容，発生後の対応，再発防止策等を

記載してください。（※要点を簡潔に記載してください。） 

事故又は不祥事の具体的内容 発生後の対応及び再発防止策 

  

 

【添付書類】 

○事故及び不祥事の詳細が分かる書類（例：事故報告書，役員会等での説明資料） 
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【様式４】 

４ コンプライアンスの推進 

 

貴法人のコンプライアンスに対する基本的な考え方及び具体的な取組内容について記載し

てください。（コンプライアンスに関する組織体制，基本方針の策定，職員研修（倫理研修

等）の実施状況，マニュアル等の整備，内部監査・点検の実施 等） 

 

要旨 

 

 

詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 

 

【添付書類】 

○コンプライアンスに関する規程，マニュアル 

○コンプライアンス組織体制図 

○コンプライアンスに関連する取組（倫理研修等）の記録（平成２５年度分） 
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【様式５】 

５ 管理者の責任とリーダーシップ 

 

貴法人の管理者としての役割と責任に対する基本的な考え方及び具体的な取組内容につい

て記載してください。（遵守すべき法令等の理解，施設・事業の課題の把握，サービスの質

の向上のため取組，経営や業務の改善に向けた取組，組織内での指導力の発揮 等） 

 

要旨 

 

 

詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 
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【様式６】 

６ 資金収支及び事業活動収支の状況 

 

１ 団体（法人）全体の収支状況について，該当する□（1つ）にレ印を記入してください。 

 

 □ 平成２４，２５年度とも赤字ではない 

 □ 平成２４，２５年度のいずれかが赤字だった 

 □ 平成２４，２５年度の２年とも赤字だった 

 

２ 平成２４年度（前々期）及び平成２５年度（前期）の決算書類から，指定の数値を下表

に記入してください。 

 

（１）事業活動収支計算書 

 平成２４年度（前々期） 平成２５年度（前期） 

① 事業活動収入 円 円 

② 事業活動収支差額 円 円 

③ 経常収支差額 円 円 

④ ③／① ％ ％ 

⑤ 当期活動収支差額 円 円 

⑥ 次期繰越活動収支差額 円 円 

 

（２）資金収支計算書 

 平成２４年度（前々期） 平成２５年度（前期） 

① 経常収入 円 円 

② 経常活動資金収支差額 円 円 

③ 施設整備等収入 円 円 

④ 施設整備等資金収支差額 円 円 

⑤ 財務収入 円 円 

⑥ 財務活動資金収支差額 円 円 

⑦ 当期資金収支差額 円 円 

⑧ 前期末資金収支差額 円 円 

⑨ 当期末資金収支差額 円 円 

 

３ 平成２４，２５年度のいずれかが赤字の場合，その理由を記載してください。 
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【様式７】 

７ 借入金の状況 

 

１ 団体（法人）全体の借入状況について，該当する□（1つ）にレ印を記入してください。 

 

 □ 平成２４，２５年度とも運営資金借入金がない 

 □ 平成２４，２５年度のいずれかに運営資金借入金がある 

 □ 平成２４，２５年度の２年とも運営資金借入金がある 

 

２ 平成２４年度（前々期）及び平成２５年度（前期）の決算書類等から，指定の数値を下

表に記入してください 

（１）貸借対照表 

 平成２４年度末（前々期末） 平成２５年度末（前期末） 

① 純資産（又は資本） 円 円 

② 負債（流動負債＋固定負債） 円 円 

③ ①／（①＋②） ％ ％ 

④ 流動資産 円 円 

⑤ （流動資産の内）現金預金 円 円 

⑥ 流動負債 円 円 

⑦ ④／⑥ ％ ％ 

 ※③，⑦は小数点第２位を四捨五入 

 

（２）借入金の状況 

 ア 平成２４年度（前々期） 

 借入先 平成２４年度（前期）返済額 平成２４年度末（前期末）残高 条件変更 

設

備 

資

金 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

運

営 

資

金 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 合計 円 円  

 

 イ 平成２５年度（前期） 

 借入先 平成２５年度（前期）返済額 平成２５年度末（前期末）残高 条件変更 

設

備 

資

金 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

運

営 

資

金 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 合計 円 円  

 ※ 過去２年以内に条件変更（返済額の減額・据置，返済期間の延長）等を行っているものは，「条

件変更欄」に○を記入してください。 
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３ 借入金がある場合，借入理由及び返済状況について記載してください。 

 

（１）借入理由 

 

 

（２）返済状況（計画どおり返済しているか等） 
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【様式８】 

８ 外部評価 

 

１ 第三者評価等の外部評価の受診について，該当する□（1 つ）にレ印を記入してください。 

 

 □ 社会福祉関連事業について，平成２３年度以降に第三者評価を受診した 

 □ 平成２３年度以降は，第三者評価を受診していない 

 □ 第三者評価の対象となる施設・事業を運営していない 

 

 

 

２ 社会福祉関連事業について，平成２３年度以降に第三者評価を受診した場合，最も最近

に受診した施設の評価結果を記載してください。 

 

（１）評価結果が良かった主な点 

 

 

（２）評価結果が悪かった主な点 

 

 

【添付書類】 

 ○外部評価（第三者評価等）の評価結果（概要部分のみ） 
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【様式９】 

９ 苦情解決 

 

１ 平成２４年度以降（申請日まで）における苦情解決の状況について，該当する□（1 つ）

にレ印を記入してください。 

 

 □ 苦情はなかった，または，苦情があったが解決した 

 □ 苦情があったが一部解決できていないものがある 

 □ 苦情があったが解決できていない 

 

 

２ 平成２４年度以降（申請日まで）の主な苦情について，内容及び解決・改善状況を記載

してください。 

 ※ 団体（法人）が管理する施設に係る苦情について記載してください。 

   施設を管理していない場合は，団体（法人）が運営する社会福祉関連事業に係る苦情

について記載してください。 

   

 苦情年月，苦情を受け付けたサービス， 

 苦情内容 

 解決状況， 

 日常業務の改善に反映したこと 等 
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Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 事業計画事業計画事業計画事業計画（（（（応募施設応募施設応募施設応募施設のののの事業計画事業計画事業計画事業計画） ） ） ） 
  ※応募施設の事業計画を記載してください。 

  ※項目１１，１２，１４，１５，１６，２０，２１，２７，２８，２９，３０，３１は，

現在，団体（法人）が運営している施設の取組実績も記載してください。 

①施設を管理している場合 → 施設の管理実績を記載 

②施設を管理していない場合 → 関連する事業の取組実績を記載 

       

【様式１０】 

１０ 応募施設の運営理念等 

 

 応募施設の運営理念を記載してください。 

 

 要旨 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な内容を詳しく記載してください。） 
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【様式１１】 

１１ 地域交流 

  
１ 地域とのかかわりに関する基本的な考え方と特に力を入れて取り組みたいと考えている

事項について，応募施設の地域性を踏まえ，具体的に記載してください。 

 

 要旨 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 
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２ 団体が管理している施設における地域とのかかわりの取組実績を記載してください。 

  
 

 

35



【様式１２】 

１２ 利用者の尊重 

 

１ 「人権の尊重」，「守秘義務」，「個人情報保護」，「説明責任」についての基本的な

考え方と特に力を入れて取り組みたいと考えている事項を記入してください。 

 

 要旨 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 
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２ 団体が管理している施設における利用者尊重の取組実績（「人権の尊重」，「守秘義

務」，「個人情報保護」，「説明責任」）を記載してください。 

 

 

 

 

【添付書類】 

 ○利用者のプライバシー保護に関する規程，マニュアル 

 ○利用者の承諾書書式 

 （現在，団体で使用しているもの又は応募施設で使用する予定のもの） 

37



【様式１３】 

１３ 事業計画 

 

１ 事業計画の基本的な考え方と特に力を入れて取り組みたいと考えている事項を記入して

ください。 

 

 

 

２ 施設の共用部分の管理における，団体の基本的な考え方について記載してください。 
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【様式１４】 

１４ 情報開示 

 

１ 団体の概要，サービス内容，事業の運営状況，財務諸表等の情報開示に関する基本的な

考え方と特に力を入れて取り組みたいと考えている事項を記入してください。 

（利用者に対する情報開示と，広く市民に対する情報開示について記入してください。） 

 

 要旨 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容(どのような情報を公開する

か，公開の方法，回数等)を詳しく記載してください。） 
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２ 団体が管理している施設における情報開示の取組実績を記載してください。 

   例…印刷物の作成や配布，ホームページの作成 等 

 

 

【添付書類】 

○情報開示のマニュアル（現在，団体で使用しているもの又は応募施設で使用する予定のもの） 

○利用者に対してサービス内容等を紹介した資料（お便り，パンフレット等） 
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【様式１５】 

１５ 利用者の意見反映 

  
１ 「利用者の意見聴取とその反映方法」及び「苦情解決体制」に関する基本的な考え方と

特に力を入れて取り組みたいと考えている事項を記入してください。 
 
 要旨 

 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 
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２ 団体が管理している施設における利用者の意見反映の取組実績を記載してください。 

 

 ① 利用者の意見反映や満足度の把握 

    □把握している  □把握していない 

 

 ② ①で「把握している」と回答された場合，具体的な把握方法とサービスへの反映状況

等を記載してください。 

 

 

 ③ 第三者委員の設置 
  
    □設置している  □設置していない 

 

【添付書類】 

 ○利用者の意見や満足度を把握した調査結果（直近の調査結果。） 

 ○苦情対応マニュアル 等（現在，団体で使用しているもの又は応募施設で使用する予定

のもの） 

 ○第三者委員会の設置要綱，名簿 等 
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【様式１６】 

１６ サービスの質の確保・向上 

 

１ サービスの質の確保・向上に関する基本的な考え方と特に力を入れて取り組みたいと考

えている事項を記入してください。 

 

要旨 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 
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２ 団体が管理している施設におけるサービスの質の確保・向上に向けた取組の実績を記載

してください。 

 

 

 

【添付書類】 

 ○これまでのサービスの質の確保・向上に向けた取組に係る書類 

 ○業務（事務）マニュアル（接遇・電話応対も含む） 等 
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【様式１７】 

１７ 建物・設備の保守点検 

 建物の維持管理業務に関する基本的な考え方及び具体的に取り組みたいと考えている事項

について記入してください。 

 

１ 要旨 

 

 

２ 詳細（「１要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 
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【様式１８】 

１８ 職員の配置計画 

 

１ 職員の適正配置，資格を有する職員の確保等，職員配置に関する基本的な考え方を記入

してください。 

 

 

 

２ 職員配置予定 

  別紙「職員配置予定表」に必要事項を記入してください。 

 

 

３ 採用計画 
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【様式１９】 

１９ 職員の人事考課 

 

 人事考課に関する基本的な考え方を記入してください。 

 

 要旨 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な内容等を詳しく記載してください。） 

 

【添付書類】 

 ○服務規程（就業規則） 

 ○給与規程 

 ○非常勤職員就業規則 
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【様式２０】 

２０ 職員の人材育成 

 

１ 職員の人材育成の考え方 

 

 

２ 当該施設の職員に対する研修（研修内容，回数等を詳しく記載してください。） 
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３ 団体が管理している施設における人材育成の取組，研修実施状況等について実績を記載

してください。 

  

①人材育成の取組 

 

②研修実施状況（研修内容，回数等） 

 

 

【添付書類】 

○応募施設における職員研修計画 

○団体が管理している施設における職員研修の記録（平成２５年度分） 
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【様式２１】 

２１ 人材育成への貢献 

 

１ 実習生の受入れについて，基本的な考え方及び具体的に取り組みたいと考えている事項

を記入してください。 

 

 要旨 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容を詳しく記載してください。

(担当者の設置，職員や利用者への事前説明，学校側との連携 等)） 

 

 

２ 団体が運営している施設における平成２４，２５年度の実習生受入れの状況を記載して

ください。 

（例）○○大学 ○○名 
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【様式２２】 

２２ 運営の健全性 

 

 サービスの質の確保と経営の効率性のバランスについて，基本的な考え方を記入してくだ

さい。 

 

 要旨 

 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な内容等を詳しく記載してください。） 
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【様式２３，２４，２５】 

 

２３ 資金計画，２４ 資金収支見通し，２５ 運転資金の確保 

 

 

１ 指定期間内の収支計画表（単位：円） 

 

（収入） 

 指定期間開始時の自己資金        円（２７年度の支出合計の    ％） 

 

２ 指定期間内の収支計画表                                

 平成２７年度                                                                                                                （単位：円） 

項目 内訳 金額 

収

入 

委託料収入   

その他収入   

   

収入合計   

支

出 

人件費 常勤職員分   人  

非常勤職員分  人  

  

  

光熱水費   

  

事務費   

  

事業費 

（事業ごとに記載） 

  

  

  

  

  

支出合計   

 収支差額   
 

平成２８年度                                                                                                                    （単位：円） 

項目 内訳 金額 

収

入 

委託料収入   

その他収入   

   

収入合計   

支

出 

人件費 常勤職員分   人  

非常勤職員分  人  

  

  

光熱水費   

  

事務費   

  

事業費   
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（事業ごとに記載）   

  

  

支出合計   

 収支差額   

 

平成２９年度                                                                                                                    （単位：円） 

項目 内訳 金額 

収

入 

委託料収入   

その他収入   

   

収入合計   

支

出 

人件費 常勤職員分   人  

非常勤職員分  人  

  

  

光熱水費   

  

事務費   

  

事業費 

（事業ごとに記載） 

  

  

  

  

  

支出合計   

 収支差額   
 

平成３０年度                                                                                                                    （単位：円） 

項目 内訳 金額 

収

入 

委託料収入   

その他収入   

   

収入合計   

支

出 

人件費 常勤職員分   人  

非常勤職員分  人  

  

  

光熱水費   

  

事務費   

  

事業費 

（事業ごとに記載） 

  

  

  

  

  

支出合計   

 収支差額   
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３ 詳細（「２指定期間内の収支計画表」について，詳細又は補足説明を記載してくださ

い。） 
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【様式２６】 

２６ 内部牽制体制 

 

１ 経理規程の作成について 

 

   □作成している 

 

   □作成していない 

 

２ 経費執行に係る内部牽制体制の基本的な考え方及び具体的に取り組みたいと考えている

事項について記入してください。 

 

 

３ 会計責任者及び出納職員の配置について 

 

   □会計責任者と出納職員は別の者を任命する（兼務しない） 

 

   □上記以外（具体的に                           ） 

 

【添付書類】 

 ○会計処理規程（経理規程等）（現在，団体で適用しているもの又は応募施設で適用する予定

のもの） 
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【様式２７】 

２７ 事故防止 

 

１ 事故防止のためのマニュアルの作成について 

 

  □作成している 

 

  □作成していない 

 

 

２ 事故防止に係る研修・訓練体制等について記入してください。（施設内の事故防止に係

る研修・訓練の内容，回数，頻度等を詳しく記載してください。） 
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３ 団体が管理している施設において，事故防止に向けて取り組んでいることを記載してく

ださい。 

 

 

 

【添付書類】 

 ○事故防止マニュアル 等（現在，団体で使用しているもの又は応募施設で使用する予定

のもの） 
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【様式２８】 

２８ 緊急時の対応 

 ※非常災害時の対応については，３１ 災害対策にご記入ください。 

 

１ 緊急時の対応に関するマニュアルの作成について 

 

  □作成している 

 

  □作成していない 

 

２ 緊急時の体制の考え方について記入してください。（事故発生時，救急時，不審者への

対応 等） 
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３ 団体が管理している施設において，緊急時の対応について取り組んでいることを記載し

てください。 

 

 

【添付書類】 

 ○緊急時の対応に関するマニュアル（現在，団体で使用しているもの又は応募施設で使用

する予定のもの） 
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【様式２９】 

２９ 感染症等の対応 

 

１ 感染症予防対策のためのマニュアルの作成について 

  □作成している 

 

  □作成していない 

 

 

２ 感染症の予防に係る研修・訓練体制等について記入してください。（研修・訓練の内容，

回数，頻度等を詳しく記載してください。） 
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３ 団体が運営している施設において，感染症※予防に向けて取り組んでいることを記載し

てください。（施設を運営していない場合は，社会福祉関連事業の取組を記載してくださ

い。） 

 ※ インフルエンザ，ノロウイルスの対策は必ず記載してください。 

 

 

【添付書類】 

 ○感染症予防対策のためのマニュアル 

（現在，団体で使用しているもの又は応募施設で使用する予定のもの） 
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【様式３０】 

３０ 衛生管理 

 

１ 施設内の物品等の衛生管理対策及び整理整頓の考え方について記入してください。 

 

 要旨 

 

 

 

 詳細（「要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 
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２ 団体が管理している施設において，施設内の衛生管理等に関して取り組んでいることを

記載してください。 
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【様式３１】 

３１ 災害対策 

 

１ 非常災害時の対応に関するマニュアルの作成について 

 

  □作成している 

 

  □作成していない 

 

２ 非常災害時の対応に係る研修・訓練体制等について記入してください。（研修・訓練の

内容，回数，頻度等を詳しく記載してください。） 
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３ 団体が管理している施設において，非常災害時の対応に関して現在取り組んでいること

を記載してください。 

 

 

 

【添付書類】 

 ○非常災害時の対応に関するマニュアル（現在，団体で使用しているもの又は応募施設で

使用する予定のもの） 
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【様式３２】 

３２ 団体のＰＲ ※自由記載 

 

様式１～３１に記載した内容以外にＰＲしたいことを記載してください。 

 

１ 要旨 

 

 

２ 詳細（「１要旨」で記載した事項について，具体的な取組内容等を詳しく記載してください。） 
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